
 

 

 

（平成２8年 2月１８日） 

相談事例１ 

４０年前に１５０万円で土地を購入した。３年前、Ａ社から「あなたの土地を買い取ってあげるので、もっと条件

が良い別の土地を買わないか」との勧誘を受けて、所有していた土地を売却して、別の土地を購入した。その

後、Ｂ社、Ｃ社からも同じような勧誘を受け、そのたびに同様の契約を繰り返し、総額５，０００万円近く支払った。

数か月前、Ｄ社が訪問し「５，３００万円で土地を買い取る」と言われたので、売却することとして土地の権利証

を渡した。売却代金は３年に分けて支払ってもらう約束で、２週間前に１回目の支払いがあるはずだったが、入

金されない。どうすればよいか。（８０歳代、女性） 

相談事例２  
４０年前にＡ県の土地を購入した。２年前、訪問してきた事業者から「売却しやすい土地に買い替えないか」と

勧誘され、所有していた土地を８０万円で売却するかわりに、５００万円を支払ってＢ県の土地を購入した。１年

前、同じ事業者が来訪し「Ｂ県の別の土地をセットで購入しておけば売却しやすい」と勧誘され、５０万円支払っ

て新たな土地を購入した。数日前、その事業者が来訪し「所有している土地を下取りするので、もっと売却しや

すい別の土地を購入しないか」と勧誘され、売却金額との差額として３００万円を支払うことになった。不動産業

者の知人から「新たに購入する土地は、購入金額の１０分の１程度の価値しかない」と教えられ、不審になった。

だまされたのか。（８０歳代、女性） 

 

 
昭和４０年代後半から、値上がりの見込みがない土地（原野や山林など）を、あたかも将来値上がりするかのよ

うに告げて販売する「原野商法」の被害が多発しました。最近、その時の被害者に対して、購入した土地を売却
するようにもちかけ、言葉巧みに別の土地の購入などの新たな契約をさせる「原野商法の二次被害」の相談が
増加しています。 
その背景には、原野商法の被害者が高齢者となり、購入した土地の相続を考える時期になっていることがある

ようです。「価値のない土地を相続して親族に迷惑をかけたくないので、土地の処分をしたい」という思いが生じ、
悪質な事業者に付け込まれるきっかけとなっているようです。 
最近では、複数の事業者が次々と現れて土地の購入契約を結ばせるなど、手口が巧妙化・悪質化していま

す。 

★ 「土地を買う人がいる」「必ず売れる」などの事業者のセールストークをうのみにしないでください。 

★ 契約をするときには、契約の内容、土地の売買価格の具体的な根拠などについて、書面等による十

分な説明を求め、さらに、その説明に間違いがないか、土地の所在する自治体や地元の宅地建物取引

業協会などに問い合わせし、確認をしましょう。宅地建物取引業の免許を持つ事業者というだけで、そ

の事業者を信用しないようにしましょう。 

★ 高額な契約をする場合は、一人で判断せず、家族や周囲の人に相談しましょう。不審な点やお困りの

ことがあった際には、消費生活センターにご相談ください！ 

 

 

                                        

＜悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください＞ 

すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せ

ください。  https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/tsuho/honnin-form.html 

寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。 

東京都消費生活総合センター 

０３－３２３５－１１５５（相談専用電話） 
 

４０年前に購入した土地を売却するつもりが、別の土地を購入させられた 

～「原野商法」の二次被害が増加しています！～ 

～消費者注意情報～ 

ココに注意！・・・東京都消費生活総合センターからのアドバイス 

東京都消費生活総合センター 

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/tsuho/honnin-form.html

